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Ａ．研究目的 

  聴覚障害児・者が用いる言語には、音声言

語と手話言語があるが、いずれの習得にも

介入時期が大きく影響することが知られて

いる。これまで音声言語の習得については、

早期から医学的な介入が行われており、現

状では重複障害が無い場合、ほとんどの子

どもが聴覚を活用した音声言語習得のため

の訓練を受けている。しかしながら、補聴の

研究要旨 

聴覚障害児が、早期から手話言語を習得できる体制整備を目指し、それに必要な事項

を明らかにすることを目的とし、2年目は、海外における手話療育の担い手の現状及び

育成、療育の実態把握のための追加調査を引き続き行った。また、デフメンターに関す

る調査、早期支援の位置づけに関する情報収集手話療育の知見及びこれらに係る技術的

進歩の整理・情報提供ツールを作成した。 
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みでは、子ども同士のやりとりや集団生活

における偶発的なできごとなどから、場に

応じた適切なことばの使い方を学ぶ機会に

乏しくなる。こうした状況を補完するには、

手話が非常に有用であるが、手話言語の習

得については介入や支援が殆ど行われてい

ない。 

このような音声言語の習得のみに一本化

した早期介入については、(1)聴覚活用の限

界や、障害の重複による言語発達遅滞、(2)

親子の意思疎通の不全感、(3)長期的な語用

論的発達や社会性認知の発達への影響など

の問題が指摘されている。これらの問題を

解決するために、音声と手話を相補的に活

用できるような言語習得システムの構築が

求められている。 

そこで本研究は、聴覚障害児が、早期から

手話言語を習得できる体制整備を目指し、

それに必要な事項を明らかにすることを目

的とし、2年目は、海外における手話療育の

担い手の現状及び育成、療育の実態把握の

ための追加調査を引き続き行った。また、デ

フメンターに関する調査、早期支援の位置

づけに関する情報収集手話療育の知見及び

これらに係る技術的進歩の整理および情報

提供ツール作成を行った。 

 

Ｂ．研究方法 

詳細は、下記の各分担報告書に記載のと

おり。 

1． 海外における手話療育の担い手の現状

及び育成、療育の実態把握 追加調査 

アメリカでは、テキサス聾学校やメリー

ランド聾学校を訪問し、乳幼児期の教育や

デフメンタープログラム、ASLと英語のバイ

リンガル教育について視察を行った。また、

EHDI学会に参加し、早期支援の現状と課題

について意見交換を実施した。 

国内では、Boston University の Todd 

Czubek 氏を招聘し、ろう・難聴児の家族向

けの研修会を関東・関西の 2 拠点で開催し

た。この研修では、聴者の親が視覚的コミュ

ニケーションに慣れるための参加型プログ

ラムを実施した。さらに、Czubek 氏ととも

に、大阪の手話獲得支援事業「こめっこ」、

愛知県一宮市の発達支援事業「藤」、私立明

晴学園を訪問し、国内の手話療育の実態を

視察し、アメリカとの差について議論を行

った。視察や講演は、アメリカ手話と日本手

話の通訳を通じて実施された。 

 

2． 手話療育に必要な指導者養成の教材等

に関する研究 

「ろう乳幼児に対する保護者の言葉かけ」、

「ろう乳幼児に対する絵本の読み聞かせ」、

「ろう乳幼児を対象とした発達のアセスメ

ント」について調査した。 

 

3． ろう・難聴児、ろう重複障害児のコミュ

ニケーションとその支援のあり方の検

討 

 これまでの実践から得られた知見を整理

し、支援者が理解すべき理論的枠組みとし

て文献と支援の経験とこれまで実施した介

入研究をもとにまとめた。また、放課後等デ

イサービスで長年にわたりろう・重複児の

支援に携わっている武田氏をコメンテータ

ーに迎えた講演会を実施し、対話とディス

カッションを通じて現場視点を共有し、掘

り下げた。 

 

4． 手話療育支援者養成・育成プログラムの
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検討 

手話療育支援者養成・育成プログラムの

モデル案を作成するために、初年度に設定

した 6 つのテーマに基づいて、ろう・難聴

児の思考スタイルに関連する文献を整理し

た。また、東北と関東の 2 つの聾学校で学

校見学及び意見交換を実施し、家庭・園・施

設・学校等で子どもの育ちを共有する記録

や研修の在り方について検討した。 

 

Ｃ．結果 

1. 海外における手話療育の担い手の現状

及び育成、療育の実態把握 追加調査 

アメリカの視察では、専門家の支援と同

時に、養育者の身近なろう者としてのデフ

メンターが早期の手話導入と家庭支援に重

要な役割を果たしていることが確認された。

テキサス聾学校では、ろう者が家庭訪問を

行い、保護者に視覚的コミュニケーション

の支援を提供していた。メリーランド聾学

校では、ASLと英語のバイリンガル教育にお

けるリテラシー支援が重視され、視覚言語

資源を活用した教育環境が整備されていた。 

EHDI学会では、政権交代の影響で研究費

が減少し、手話支援に関する発表が減る一

方、手話での絵本の読み聞かせ（shared 

reading）を通じた親子のコミュニケーショ

ン促進が注目された。FCEI の改訂では、子

どもの権利が追加され、家族支援の重要性

が再確認された。 

国内では、Todd Czubek 氏による family 

engagement プロジェクトの研修会を開催

し、ジェスチャーを活用した親子の相互作

用の有効性が確認された。また、「こめっこ」

や「藤」などの支援事業では、日本手話を通

じた自由な会話や社会的交流の機会が提供

され、手話言語や社会性の発達に貢献して

いることが明らかになった。 

 

2. 手話療育に必要な指導者養成の教材等

に関する研究 

ろう乳幼児に対する保護者の言葉かけに

ついて調査を行い、5名の母親を対象に半構

造化インタビューを実施した。各育児場面

における母親の発言を分析した結果、197の

発言が抽出され、9つの分類ラベル（例：「目

の前の状況の報告」「相手の気持ちの推定」

「おもちゃ等の擬人化」など）が設定され

た。母親は、乳幼児が言葉を理解できない段

階でも積極的に話しかけ、表情や喃語など

の反応をコミュニケーションの成立と捉え

ていた。また、特に保護者 A と D は、オノ

マトペやリズムを用いた言葉かけを行い、

子どもの関心を引く工夫をしていた。 

 

3. ろう・難聴児、ろう重複障害児のコミ

ュニケーションとその支援のあり方の

検討：「子どもの様子を観察し、興味に

合わせた支援」という観点 

この研究では、支援の際に「教える」より

もまず「読み取る」ことの重要性が強調され

ている。特に、子どもの行動を問題行動とし

て捉えるのではなく、環境との調整の結果

として理解する視点が求められている。 

また、子どもの発する信号を「自成信号

系」として認識し、それを支援者が受け取っ

て返すことで「構成信号系」へ発展させる可

能性が示されている。さらに、手話も単なる

言語的表現ではなく、多様な信号系の一つ

として再検討されるべきだと提案されてい

る。子どもの理解の仕方に応じて適切な表

現手段を選ぶことが重要であり、講演会や
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実践事例の共有を通じて、支援者がこれら

の視点を実際の場面で活用するための基盤

が提示された。 

 

4． 手話療育支援者養成・育成プログラムの

検討 

ろう・難聴児の思考スタイルの独自性に

ついて具体的な様相を記述し、地域の実情

に応じて創意工夫ができる手話療育支援者

を養成・育成するためのプログラムモデル

案を作成した。現行の保育士養成課程や子

育て支援員研修、教職課程で習得する内容

が聴者の日本語を基盤したカリキュラムと

なっているため、基礎的事項は共通とした

上で、手話療育に特化した科目開発が必要

である。  

 

Ｄ．考察 

1． 海外における手話療育の担い手の現状

及び育成、療育の実態把握 追加調査 

 ろう・難聴児支援について、以下の 3 点

が明らかになった。 

A) 家庭支援を中心とした手話導入体制の

確立 ろう・難聴児への支援だけでなく、

家庭全体を支援の単位として捉えるこ

とが不可欠である。特に、絵本の読み

聞かせ動画やジェスチャー遊びを活用

した視覚的コミュニケーションの導入

が、家庭への手話導入のハードルを下

げ、家庭内での手話使用促進と親子関

係の深化に有効である。 

B) ろう者支援者の専門性向上と制度化 

現在、日本では手話ができるだけで支

援者として活動するケースが多いが、

アメリカでは、アメリカ手話の専門家

や教育学修士を持った家族支援専門家

のほか、デフメンター制度で、家庭介

入に必要な心理・発達・言語教育の知

識について短期研修を受けたろう者が

家族支援に関与している。日本でも、

こうした専門的な支援者の育成と制度

化が急務である。 

C) 聾学校外の言語環境の整備 手話獲得

支援事業「こめっこ」には親子で手話

を学ぶ環境があり、児童発達支援事業・

放課後等デイサービス「藤」のような

場では、日本手話を用いた自由なやり

とりが可能であり、学校外だからこそ

機能している側面がある。日本語中心

の学校教育に加え、手話を「家庭語」

として位置づける場づくりが、社会性

や自己肯定感の育成にとって重要であ

る。 

 

2． 手話療育に必要な指導者養成の教材等

に関する研究 

養育者が乳幼児と積極的に言葉でコミュ

ニケーションを図ることの重要性が示唆さ

れた。養育者は子どもがまだ言語を十分に

理解できない段階であっても、自身の気持

ちや状況報告を話しかけることで、情緒的

なつながりを築いていた。また、オノマトペ

やリズムを取り入れた言葉かけは、乳幼児

の興味を引き、コミュニケーションをより

楽しくする可能性がある。次年度には、ろう

の保護者による言葉かけについて詳細な調

査を行う予定であり、ろう児への適切な語

りかけ方法の研究が進められることで、よ

り包括的な支援の枠組みが構築できること

が期待される。 

 

3． ろう・難聴児、ろう重複障害児のコミュ
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ニケーションとその支援のあり方の検

討 

この研究では、子どもの行動を「コミュニ

ケーションの文脈」で捉えることの重要性

が強調されている。支援者は子どもの行動

を単なる問題行動とみなすのではなく、環

境との調整の結果として理解する視点を持

つことが求められる。すべての行動には意

味があり、支援者自身の行動もその文脈に

影響を与える。 

また、行動を「自成信号系－構成信号系」

という枠組みで捉える視点が提案される。

赤ちゃんの泣く行動を例にすると、最初は

意図せず発していたものが、やがて意図的

に伝える行動へと発展する。同様に、ろう重

複障害の子どもも、自成信号を他者が受け

取って適切に関わることで、構成信号へと

発展する可能性がある。この過程では共同

注意が重要となり、支援者が子どもの注意

を引きつける行動をするのではなく、子ど

も自身の興味を柔軟に捉えることが必要と

される。 

さらに、手話を単なる言語学的枠組みで

はなく「信号系」として捉え直す視点が提案

される。子ども一人ひとりの理解の仕方に

合わせ、象徴的信号系や非象徴的信号系な

ど適切な手話表現を選ぶことが重要である。

手話の種類や子どもが現に使っている信号

を優先し、共感と共有の経験を通じてコミ

ュニケーションを発展させることが推奨さ

れる。こうした視点によって、支援者は子ど

もの発する信号を的確に受け取り、適切な

コミュニケーションを構築するための方法

を学ぶことができる。 

 

4． 手話療育支援者養成・育成プログラムの

検討 

一人ひとりのろう・難聴児に応じて、地域

の実情を踏まえた手話療育を行うためには、

ろう・難聴保育者と聴者保育者との連携が

不可欠であることを念頭に、手話療育に特

化した科目を含めたプログラムを検討した。 

まず、聴者の思考スタイルが基本になっ

ている保育・教育を客観視するための気づ

きを促す養成・研修として、Audism（オーデ

ィズム，聴能主義，聴者/聴能至上主義）の

自覚に関するプログラムが必要である。 

また、現職者研修や保育士養成課程に所

属する学生を対象とした養成の場合、ろう・

難聴者と聴者が、保育所保育指針および幼

保連携型認定こども園教育・保育要領を共

通言語に対話できるプログラムは必須であ

ろう。手話習得への配慮を重視するあまり、

支援方針が無意識のうちに手話言語獲得に

力点が置かれていたり、子どもの遊びが「言

語獲得のための遊び」になったりしていな

いかを省察し、要領・指針を共通言語に対話

的に改善していく専門性を養うことが重要

であると思われる。 

さらに、聴覚障害の程度にかかわらず、地

域の実情に応じて 0 歳から連続性をもった

子どもの育ちと学びを保障するためには、

家庭・園・施設・学校等が一人ひとりの育ち

と学びの記録を共有していく必要がある。  

 

Ｅ．結論 

1． 海外における手話療育の担い手の現状

及び育成、療育の実態把握 追加調査 

本年度の調査・研修を通して、ろう・難聴

児への手話導入支援においては、家庭支援

を核とした支援体制の構築、専門性を備え

たろう者支援者（デフメンター）の制度化、
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そして学校外における手話使用の場の整備

が喫緊の課題であることが示された。   

とりわけ、アメリカで行われているデフメ

ンター制度のように、ろう者が専門的知見

をもって家庭に関わる仕組みは、日本でも

導入が可能であり、また必要であるとの認

識に至った。これにより、ろう・難聴児のい

る家庭に当事者の大人というロールモデル

を提供し、手話を通じた言語発達と社会性

の形成を支える多層的な支援体制が整えら

れると考えられる。 

 

2． 手話療育に必要な指導者養成の教材等

に関する研究 

ろう乳幼児の発達支援における具体的な

事項である「ろう乳幼児に対する保護者の

言葉かけ」、「ろう乳幼児に対する絵本の読

み聞かせ」、「ろう乳幼児を対象とした発達

のアセスメント」について、現時点での調査

結果を示した。「ろう児の思考スタイル」に

応じた発達支援として CL や NM 等を豊富に

用いること、それが、指導者養成における事

項として重要であると示唆された。 

 

3． ろう・難聴児、ろう重複障害児のコミュ

ニケーションとその支援のあり方の検

討 

ろう・難聴児、とくに重複障害をもつろ

う・難聴児の支援において、子どもが発して

いる自発的な信号（自成信号）を受け止め、

そこに意味を見出して応答することが、支

援者の基本姿勢として重要であることを確

認した。手話を含む多様な信号系を柔軟に

捉え、子どもそれぞれの「わかりかた」に基

づいた支援を実践していく必要がある。 

 今後は、自成信号を受け止める経験を支

援者が実際に体験できるような研修・実習

の場を設け、より実践的に知見を活用でき

るような支援者養成が求められる。 

 

4． 手話療育支援者養成・育成プログラムの

検討 

聴覚障害の程度も地域の実情も多様な中

で、一人ひとりのろう・難聴児の経験を豊か

にするための手話療育支援者養成・研修プ

ログラムモデル案を作成した。ろう・難聴者

と聴者の支援者が対話を通して、子どもの

育ちと学びの連続性を0歳から保障してい

くためには、子どもの経験の過程を共有す

る記録の在り方を検討し、支援・指導記録を

開発する必要性が示唆された。 

 

Ｆ．研究発表 

1.  論文発表 
伊藤理絵（2025）Audismの自覚から始まる保

育者の質向上『乳幼児教育・保育者養成研

究』第5号, pp.137-144. 

 

2.  学会発表 

伊藤理絵（2024）「ろう・難聴児の手話療育

支援者養成プログラムの検討」第20回子

ども学会議（日本子ども学会学術集会）抄

録集p.47. 

高嶋由布子 (2025) 「手話の早期習得支援：

当事者が中心となる習得計画について」

第49回社会言語科学会研究大会 招待発

表 pp.187-190 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 
  （予定を含む。） 
 なし 
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令和６年度 

厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 
海外における手話療育の担い手の現状及び育成、療育の実態把握 追加調査 

研究分担者 高嶋由布子 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 

研究分担者 前川和美  関西学院大学 

研究協力者 池田亜希子 私立明晴学園 

研究協力者 武田太一  NPO法人つくし 

研究協力者 山田茉侑  テキサス聾学校幼稚部教員 デフメンター 

 
Ａ．研究目的 

  本研究は、ろう・難聴児の早期支援におけ

る手話導入とその担い手の現状を把握し、

効果的な支援体制および人材育成プログラ

ムを検討することを目的とする。令和 6 年

度は、令和 5 年度の調査結果を踏まえ、海

外の実践事例としてアメリカの手話療育体

制（特に「デフメンター」やリテラシー獲得

支援）に焦点を当てた視察および、国内にお

ける応用可能性の検討を行った。あわせて、

ろう者支援者および保護者支援を目的とし

た研修会の開催と、今後の人材育成方針の

明確化を目指した。 

 

Ｂ．研究方法 

  アメリカにおいて、以下の機関への視察

と意見交換を実施した： 

- テキサス聾学校（乳幼児期の教育、デフ

メンタープログラム中心） 

- メリーランド聾学校（乳幼児期の教育、

ASL と英語のバイリンガルのリテラシー

教育） 

- Early Hearing Detection and 

Intervention (EHDI) 学会（早期支援の

現状と課題） 

 

 また、国内においては、Boston 

University の Todd Czubek 氏を招聘し、

ろう・難聴児の家族へ視覚的コミュニケー

ションを促進する family engagement 

project に基づいた研修会を関東・関西の

2拠点（関東会場からはオンライン配信も

行った）で開催した。この研修は、ろう者

支援者候補と聴者の支援者・保護者双方を

対象としたものであり、聴者の親が視覚的

コミュニケーションに親しむための最初の

研究要旨  

ろう・難聴児の発見以降の手話導入支援の実践事例について情報を入手するため、ボストン

大学の Todd Czubek 氏を招いた講演会を行い、アメリカの早期療育の学会（EHDI（Early 

Hearing Detection and Intervention）conference）の視察、アメリカ手話と英語のバイリ

ンガルろう教育を行っている教育機関に訪問しヒアリングを行った。手話の導入時の支援に

ついて、ハードルを下げる方法を学ぶと共に、国内へのデフメンターの導入に向け、テキサ

ス聾学校をはじめとした手話早期支援体制について情報収集を行った。 
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一歩としてのジェスチャーゲームなどを用

いた参加型のプログラムを実施した。 

 さらに、Czubek 氏とともに、大阪の手話

獲得支援事業「こめっこ」、愛知県一宮市の

放課後等デイサービス・児童発達支援事業

「藤」、および私立明晴学園を訪問し、国内

の手話療育の実態について視察を行い、ア

メリカとの差分について Czubek 氏と議論

した。 

アメリカでの視察、Czubek氏の講演は主

にアメリカ手話と日本手話の通訳を通して

行った。 

（倫理面への配慮） 

見学先・現職者に対しては本研究の趣旨

を説明し、同意を得た範囲内で進めた。 

 

Ｃ．研究結果 

 アメリカにおける視察では、デフメンタ

ー制度が早期からの手話導入と家庭支援の

一端を担っている実態が確認された。テキ

サス聾学校では、ろう者が家庭訪問を行い、

保護者に対する視覚的コミュニケーション

支援を実践しており、全米規模で共有され

ている Deaf Mentor Programに従った研修

が行われていることがわかった。 

 メリーランド聾学校では、ASLと英語のバ

イリンガル教育におけるリテラシー支援が

重視され、教室環境には視覚言語資源（手話

単語の絵、指文字、アルファベットなど）が

豊富に用いられていた。子どもが複数のモ

ダリティを接続しながら言語を獲得できる

よう工夫がなされており、日本での日本語

中心の支援との違いが鮮明であった。 

 EHDI（ Early Hearing Detection and 

Intervention）学会の視察では、政権交代の

影響で研究費が減り、手話支援に関する発

表の多くが中止となる一方、絵本の読み聞

かせを通じてろう児とその保護者をエンカ

レッジする取り組みが注目された（阿部報

告も参照）。読み聞かせイベントや絵本の手

話読み動画の制作が、家庭内での手話使用

促進や親子関係強化に貢献しているという

報告があり、家族全体への支援の必要性が

改めて確認された。FCEI（Family-Centered 

Early Intervention）の改訂（Szerkowski 

et al. 2024）において、子どもの権利につ

いても追加されたが、家族支援が実質的な

支援の軸であるという共通認識を確認し、

家族に向けた手話習得支援やメンタル面で

のサポートの充実が手話導入にも課題であ

ることを確認した。 

 国内では、Todd Czubek 氏による family 

engagement プロジェクトの紹介と研修会

を通じて、視覚的なコミュニケーションへ

の導入として、ジェスチャーを使った親子

の相互作用が有効であることが確認された。

講演・研修会は関西・関東の 2 か所で開催

し、ろう者支援者候補（NPO法人手話教師セ

ンターと共催し、多くのろう者の手話教師

の参加を得た）および保護者双方の参加を

得た。 

 また、「こめっこ」や「藤」のような放課

後等デイサービスや児童発達支援事業の現

場では、日本語中心の学校教育では得られ

ない、日本手話を通じた自由な会話や社会

的な交流の機会が提供されており、手話言

語や社会性の発達に資する実践例として注

目された。 

 

Ｄ．考察 

 本年度の調査により、日本のろう・難聴児

支援において以下の 3 点が特に重要である
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ことが明らかになった。 

 

（1）家庭支援を中核とした手話導入体制の

確立 

 EHDI 学会で得た示唆より、早期支援にお

いてはろう・難聴児本人への支援だけでな

く、その家庭を支援の単位としてとらえた

取り組みが不可欠である。特に絵本の読み

聞かせ動画や、ジェスチャー遊びなどを通

じた視覚的コミュニケーションの導入は、

家庭内での手話使用促進と親子関係の深化

に有効である。 

 

（2）ろう者支援者の専門性の向上と制度化 

 令和 5 年度の国内視察をふまえた現状で

は、ろう者の支援者が専門性を持たずに「手

話ができる」というだけでボランティア的

に動員されているケースが多い。これに対

して、アメリカのデフメンター制度では、手

話運用能力を備えたろう者が、心理・発達・

言語教育の知識をもって家族支援に関与し

ている。日本でもこうした制度的・専門的基

盤の構築が急務である。 

 

（3）聾学校外の言語環境の整備 

 「こめっこ」や「藤」に見られるように、

日本手話を用いた自由なやりとりの場が、

学校外であるからこそ機能している側面が

ある。日本語を中心とした学校教育に加え、

手話を「家庭語」的に位置づけるような場づ

くりが、社会性や自己肯定感の育成にとっ

て極めて重要である。 

 

Ｅ．結論 

 本年度の調査・研修を通して、ろう・難聴

児への手話導入支援においては、家庭支援

を核とした支援体制の構築、専門性を備え

たろう者支援者（デフメンター）の制度化、

そして学校外における手話使用の場の整備

が喫緊の課題であることが示された。 

 

 とりわけ、アメリカで行われているデフ

メンター制度のように、ろう者が専門的知

見をもって家庭に関わる仕組みは、日本で

も導入が可能であり、また必要であるとの

認識に至った。これにより、手話を通じた言

語発達と社会性の形成を支える多層的な支

援体制が整えられると考えられる。 

 

 次年度は、こうした知見を踏まえ、「デフ

メンター研修」プログラムの具体化と試行、

さらに家庭支援教材（例：手話読み絵本動画

等）の開発を通じて、家庭を支援の単位とし

た新たなモデルの検証を行う予定である。 

 

Ｆ．研究発表 

 1.  論文発表 

 なし 

 

 2.  学会発表 

  なし 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

  なし        
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令和６年度 

厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業） 

分担研究報告書 

手話療育に必要な指導者養成の教材等に関する研究 

研究分担者 阿部敬信  九州産業大学 

研究協力者 池田亜希子 明晴学園  

 
Ａ．研究目的 

  本研究は代表者研究では、早期から手話

言語を習得できる体制整備を目指し、その

ことに必要な事項を明らかにすることを目

的として行われている。本分担研究では、挙

げられている目的の一つである「２．手話療

育、補聴の科学的知見及びこれらに係る技

術的進歩の整理・情報提供ツール作成：知見

を整理し、養育者と支援者（保育園、言語聴

覚士、耳鼻咽喉科医、ろう学校教諭等）に、

WEBサイトや動画を用いて、乳幼児の発達全

体を踏まえた手話とコミュニケーション発

達についての情報を提供する」ことにある。

我が国においては、自然言語としての手話

である日本手話を用いた超早期からの介入

や支援は東京都品川区の明晴プレスクール

めだかのみであった。明晴プレスクールめ

だかは、2017 年に学校法人明晴学園が児童

発達支援事業所として設置した。日本手話

と日本語のバイリンガルろう教育を実践し

ている明晴学園（特別支援学校（聴覚障害））

の乳児クラス（０・１・２歳児対象）が積み

上げてきた実践を引き継ぎ、児童福祉施設

としての事業化がされた。2024年度からは

早期支援の目的を、それぞれに絞り込み、さ

らなる充実と発展を目指して「早期支援プ

ログラムめだか」と「幼稚部プレスクールめ

だか」と２種類のプログラムに分けて支援

を提供するようになっている。「目の子ども」

であるろう児に、視覚言語である日本手話

による豊かな言語環境を切れ目なく提供す

ることにより、ろう児のもつ可能性を最大

限に引き出す発達支援プログラムが設定さ

れている。 

本分担研究では、明晴学園プレスクール

めだかでの「ろう児の思考スタイル」に応じ

た発達支援を参考にしつつ、ろう乳幼児の

発達支援の具体的な内容を明らかにするこ

とによって、手話療育体制の整備に資する

知見を提供することを目的とする。 

 なお、本報告書では、日本手話を母語する

聞こえない子どもをろう児とする。聞こえ

る子どもを聴児とし、聞こえる大人を聴者

とする。 

 

Ｂ．研究方法 

研究要旨  

 本分担研究は、「ろう児の思考スタイル」に応じた手話療育体制の整備に資する知見を得

ることを目的とし、「ろう乳幼児に対する保護者の言葉かけ」、「ろう乳幼児に対する絵本の

読み聞かせ」、「ろう乳幼児を対象とした発達のアセスメント」について調査した。その結果、

発達支援においては、CL や NM 等を豊富に用いることが重要であることが示唆された。 
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  本科研１年次となる 2023 年度における

分担研究では、明晴プレスクールめだかで

の半構造化インタビュー調査等の調査を行

ったところ、手話療育において「ろう児の思

考スタイル」を基本としたアプローチが必

須であり、手話療育の指導者にはそれを実

践レベルで適用できる能力が必要とされる

ことから、手話療育の指導者を養成するた

めの教材や実習のあり方、アセスメントの

開発などが必要であるとされた。 

そこで、次のような調査を行った。 

 

(1) ろう乳幼児に対する保護者の言葉かけ

に関する調査－特に０歳から２歳未満の

段階 

 まず、予備的な調査として、聴児の乳幼児

に対して聴者の保護者は実際にどのような

言葉かけをしているのかを、５名の子育て

中の保護者を対象として、半構造化インタ

ビューを行った。なお、調査の実施にあたっ

ては、調査対象者に対して、口頭と文書にて

倫理的配慮事項の説明を行い、研究参加同

意書をとった。 

 

(2) ろう乳幼児に対する絵本の読み聞かせ

に関する調査 

 手話親会（主に関西地区で、手話でろう児

の子育てをしている保護者の任意団体）の

12月講演会「日本手話を通して日本語を習

得する工夫」及び意見交換・交流会への参加

や先行研究の文献による調査を行った。 

 

(3) ろう乳幼児を対象とした発達のアセス

メントに関する研究 

 聴児に対する発達アセスメントをいくつ

か取り上げ、ろう児に対して用いる際の留

意点について日本手話ネイティブのろう者

であり、ろう乳幼児の発達支援を長年実践

してきた研究協力者である池田亜希子氏と

検討を行った。 

 

Ｃ．研究結果・考察 

(1) ろう乳幼児に対する保護者の言葉かけ

に関する調査－特に０歳から２歳未満の

段階 

研究対象者５名の属性については表１の

とおりであり、いずれも母親であった。 

表１ 研究対象者 

氏名 所  属 回答時間 

Ａ 子育て支援拠点 13 分 4 秒 

Ｂ 子育て支援拠点 14 分 41 秒 

Ｃ 幼稚園就園前クラス 14 分 45 秒 

Ｄ 幼稚園就園前クラス 14 分 37 秒 

Ｅ 幼稚園就園前クラス 24 分 1 秒 

半構造化インタビューの質問項目は、過

去の育児場面をインタビューアーが設定し

た上で、インタビューイーが過去の自身の

発言を想起して回答できるように、表２の

とおりとした。 

表２ 質問項目 

出生後から１歳半の子育てを振り返り、

お子さんに対して、どのような場面でどの

ような言葉かけをしたのかを話してくださ

い。 

 例えば、おむつを換える際に、どのよう

な言葉掛けをしましたか。 

 他の場面、例えば、授乳の場面、お風呂

の場面、食事の場面、就寝の場面、衣服の

着替えの場面、何かをじっと見ている場面、

歯磨きなどの整容の場面では、どうでしょ

うか。 

各インタビューの回答を録音し、録音デ
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ータからスクリプトを作成し、そこから各

子育て場面ごとに子どもへの発言を抽出し

た。さらに発言の意図に基づいて分類ラベ

ルを貼り付けた。分類ラベルの貼り付けに

ついては、子育て支援拠点の保育者経験 44

年の保育者と協議をして行った。 

その結果、具体的な言葉かけとして 197

の母親の発言が抽出された。これらの分類

ラベルは表３にある９となった。 

表３ 分類ラベルと母親の発言例 

分類ラベル 母親の発言例 

目の前の状況の報告 

相手の気持ちの推定 

これからすることの予告 

自分の気持ちの報告 

おもちゃ等の擬人化 

目の前の事物の命名 

これからすることの促し 

相手に対する問いかけ 

過去の出来事の報告 

「おしっこ、いっぱい出ているね」 

「そろそろ、おなか、空いたね」 

「これから（オムツ）替えるよ」 

「よくがんばりました」 

「お人形さんいるよ。こんにちはしている」 

「雲」「太陽」「家」 

「足、開いて」「次、がんばろう！」 

「どう？」「ばあ！」「やってみる？」 

「今日は○○して、○○したね」 

母親は、言葉がまだ理解できない段階で

あることが分かっていても、乳幼児とのさ

まざま生活場面で、言葉をかけて、コミュニ

ケーションをとろうとしていること、そし

て、発言に対して、少しでも表情や喃語など

で反応があった際には、我が子とのコミュ

ニケーションが成立した喜びをもつことが

でき、次の言葉かけの動機付けとなってい

た。特に保護者ＡとＤはオノマトペを多用

したり、言葉にリズムとメロディーを付け

たりして言葉かけをしていた。それについ

て保護者Ｄは「お歌とか音が好きなようだ

ったので、気を引く効果があるんじゃない

かな」「自分も楽しくなる」と述べていた。 
 ろう乳幼児に対して、ろうの保護者が、実

際にどのような言葉かけをしているのかに

ついては次年度に調査を行う予定である。

明晴学園プレスクールめだかでは、研究協

力者が中心となって「コミック版 「語りか

け」育児－０～４歳わが子の発達に合わせ

た１日 30分間」を参考にして、ろう児への

「語りかけ」について、「ろう親向け」と「聴

親向け」に、それぞれ注釈を付けることを行

っている。それには、手話におけるオノマト

ペである Classifier；CL や、顔の表情を用

いる文法マーカーである Non-Manuals；
NM を用いたり、「ゆっくりした手話」や「手

話リズムを使った替え歌」によって「語りか

け」をしたりすることが示されている。 
 

(2) ろう乳幼児に対する絵本の読み聞かせ

に関する調査 

 手話親会の 12 月講演会「日本手話を通し

て日本語を習得する工夫」及び意見交換・交

流会に参加し、ろう児の子育てにおいて、日

本手話によって書き言葉としての日本語学

習を進める際の工夫等が３人のろう保護者

によって語られた。講演の中で共通してい

ていたことは、読解プリント教材であれ、絵

辞典であれ、ろう児がその教材に興味をも

って、その教材を介しながら、楽しく手話に

よって対話をしながら日本語を使っていく

ことが大切にされていたことである。ろう

児が主導権をもって、手話による対話を重

ねていく、そして、日本語を使った活動を進

めていくことによって、日本語リテラシー

が育まれていくことが語られていた。その

一つとして、手話による絵本の読み聞かせ

も紹介されていた。講演の中で、ろう児が好

む絵本の選び方や絵本の読み聞かせ 15 の

原則について語られた。それは、Schleper, 
D. R. （1997）の Reading to Deaf Child-
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ren: Learning from Deaf Adults.からの引

用であった。それを表４に示す。 
表４ 15 principles for reading to Deaf 
children (Schleper, 1997) 
1. Translate stories using American 

Sign Language.  
2. Keep both languages (ASL and 

English) visible. 
3. Elaborate on the text. 
4. Reread stories on a “story telling” to 

“story reading” continuum. 
5. Follow the child’s lead. 
6. Make what is implied explicit.  
7. Adjust sign placement to fit the 

story. 
8. Adjust the signing style to fit the 

story. 
9. Connect concepts in the story to the 

real world.  
10. Use attention maintenance 

strategies. 
11. Use eye gaze to elicit participation.  
12. Engage in role play to extend 

concepts. 
13. Use ASL variations to sign 

repetitive English phrases.  
14. Provide a positive and reinforcing 

environment.  
15. Expect the child to become literate.  

 これは、３月にボストンで開催された

2025 年 EHDI 学会（2025 Early Hearing 
Detection & Intervention Annual 
Conference ）の Session “Read to Me: 
Story-Sharing with Deaf and Hard of 
Hearing Children”に、研究協力者が参加し

た際においても、この原則を用いた実践が

紹介されていた。 
 

(3) ろう乳幼児を対象とした発達のアセス

メントに関する研究 

  ろう乳幼児の言語環境や成長・発達はと

ても多様な実態がある。そのため、アセスメ

ントは重要である。研究協力者によると、テ

キサス州立聾学校やメリーランド州立聾学

校では、手話の習得については Visual 
Communication and Sign Language 
Checklist（VCSL）が用いられているとの

ことであった。既に日本語版が開発中であ

るとのことであった（矢野・松岡，2024）。 
 ろう児の認知等の発達については、国内

にはないが、スクリーニング的に用いるこ

とができる質問紙検査としては、乳幼児発

達スケール（KIDS）（三宅他，1987）と、

園児用発達チェックリスト（安梅他，2007）
について、個別発達検査については、

Bayley-Ⅲ乳幼児発達検査（中澤他､2023）
についてろう乳幼児への適用を検討してい

るところである。いずれにしろ、言語発達領

域については手話の表出と理解に置き換え

て、検討する必要がある。乳幼児の手話習得

では、特に早い段階から NM の習得が見ら

れるようであり、これをどのように扱って

いくか、また「ろう児の思考スタイル」に沿

った検査提示をどのようにするかが、今度

の検討事項である。 
  

Ｄ．結論 

 ろう乳幼児の発達支援における具体的な

事項である「ろう乳幼児に対する保護者の

言葉かけ」、「ろう乳幼児に対する絵本の読

み聞かせ」、「ろう乳幼児を対象とした発達

のアセスメント」について、現時点での調査
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結果を示した。「ろう児の思考スタイル」に

応じた発達支援としてCLやNM等を豊富に

用いること、それが、指導者養成における事

項として重要であると示唆された。 

 

Ｅ．研究発表 

 1.  論文発表 

 なし  

 2.  学会発表 

 なし 

 

Ｆ．知的財産権の出願・登録状況 

  なし        
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令和６年度 

厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 
ろう・難聴児、ろう重複障害児のコミュニケーションとその支援のあり方の検討： 

「子どもの様子を観察し、興味に合わせた支援」という観点 

研究分担者 松崎丈 宮城教育大学 

研究分担者 高嶋由布子 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 

 研究協力者 武田太一 特定非営利活動法人つくし・聴覚・ろう重複センター 

 

Ａ．研究目的 

 本研究は、ろう・重複障害の子どもたちへ

の支援において必要となる知見を整理し、

支援者が備えるべき視点と知識を明確にす

ることを目的とする。子どもに対して何か

を教え込む以前に、子どもが発している自

発的な信号（自成信号）を受信し、意味ある

ものとして読み取って関わることの重要性

を、これまでの実践を基礎に講演会でのデ

ィスカッションを通じて明らかにする。 

 

Ｂ．研究方法 

  これまでの実践から得られた知見を整理

し、支援者が理解すべき理論的枠組みとし

て文献と経験をもとにまとめた。また、放課

後等デイサービスで長年にわたりろう・重

複児の支援に携わっている武田氏をコメン

テーターに迎えた講演会を実施し、対話と

ディスカッションを通じて現場視点を共

有・深掘りした。 

 

（倫理面への配慮） 

  講演会はオンライン配信で行い、わかり

やすいように以前の調査のビデオを示しな

がら説明した。このビデオは公開範囲の許

可を得ており、共有は講演会限りとし、録画

は非公開、参加者にも録画をしないよう呼

びかけた。 

 

Ｃ．研究結果 

 本研究では、支援において「教える」以前

に「読み取る」ことの重要性が強調された。

研究要旨  

本研究は、ろう・重複障害児に対する支援において、子どもの行動を単なる問題行動や非言

語行動としてではなく、意味ある「信号」として捉える視点の重要性を明らかにしたもので

ある。特に、子どもが意図せず発する行動（自成信号）を支援者が丁寧に受信し、共感的に

応じることによって、やがて意図的な伝達（構成信号）へと発展していく過程を理論と実践

の両面から検討した。また、手話を言語学的枠組みに限定せず、多様な信号系の一つとして

捉え直し、子どもの理解のしかたに応じて柔軟に支援することの意義を講演会・ディスカッ

ションを通じて整理した。今後の支援者養成においては、自成信号を読み取る実践的能力を

育成する研修や実習の充実が求められる。 
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特に、子どもの行動を単なる問題行動や非

言語行動としてではなく、その場の文脈や

外界との調整の結果として理解する視点が

求められる。子どもの発する信号を「自成信

号系」として捉え、それを受け取り返すこと

で「構成信号系」へと発展させる可能性が生

まれる。 

 また、手話も単なる言語的表現としてで

はなく、多様な信号系の一つとして再検討

される必要がある。象徴的か非象徴的か、形

態質的か分子合成的かという分類に基づき、

子どもの「わかりかた」に応じて適切な表現

手段を選ぶことが大切である。講演会と実

践事例の共有により、こうした視点を支援

者が実際の場面で応用するための土台が提

示された。 

 

Ｄ．考察 

１．行動を「コミュニケーションの文脈」で

捉える視点 

支援者は、子どもの行動のみを観察対象

とする傾向があるように思われる。この観

察では、子どもの行動を突発的なものであ

ったり問題行動とみなしたり意味がわから

ないものと捉えることが少なくない。行動

の発現について次のような考え方がある。

行動とは「生活体の状態変化の型（パター

ン）特性（梅津, 1976）」であり、我々の行

動が発現するのは、常に変化する自分の外

界の状況に対処・調整するためであるとい

う。そうすると突発的な行動も問題行動も

その時々の外界の状況に対処（調整）した結

果としての現れと捉えることができる。発

現する行動にはすべて意味があるというこ

とになる。したがって、コミュニケーション

の文脈では、その状況に支援者自身の行動

も含まれることも念頭に置く必要がある。 

 

２．行動を［自成信号系－構成信号系］の枠

組みで捉える視点 

子どもの行動を［非言語－言語］の枠組み

で分類・観察する傾向がある。しかしそれで

は、ろう重複障害の子どもだけでなく、乳幼

児期におけるろうのある子どもの行動を捉

える上で非常に大きな問題が起こりうる。

例えば、赤ちゃんの泣く行動を例に考えて

みよう。生まれたばかりの赤ちゃんは、体内

あるいは外界の何らかの条件で不快な状態

（空腹になる、眠れない、気分が悪いなど）

になると泣く行動を発現する。親は、赤ちゃ

んが泣く行動をコトバとして受信する。お

腹空いたのかな、おむつかな？眠れないの

かな？と抱っこしたりあやしたりして係わ

る。すると、赤ちゃんは、泣けば親が自分の

ところにやってくることに気づくようにな

る。そうして意図的に親を呼ぶために泣く

行動が発現する。この二つの泣く行動は、

［非言語－言語］の枠組みで見れば、両方と

も非言語行動として一括りにされてしまう。

それでは赤ちゃんの行動の変化や発達を見

えなくなる。そこで、最初の泣く行動のよう

に意図的に伝えていないが結果として他者

にとってコトバになっているもの（「自成信

号系（梅津八三, 1978）」と、意図的に泣く

行動のように自分が他者に意図的に伝える

ためにあえて作ったコトバ（「構成信号系

（梅津八三, 1978）」）の枠組みで捉えてみ

ることが必要になる。 

ここでろう重複障害の子どもの１事例を

紹介しよう。聴覚障害と知的障害を併せ有

する幼児で、親や教員に意図的に何かを伝

えるような行動はまだ発現していなかった。
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ある時、コップタワーを自分で積んでは崩

し、また積む活動に没頭していた。積んで完

成した直後、幼児はコップタワーを凝視し

たまま、コップタワーの高さや形状を捉え

たような手指の動きをした。それが何度か

あった。親や教員には視線を向けていなか

ったので、意図的に伝えるものではないら

しく、親や教員もそうした動きには気づい

ていなかった。そこで、私は、この自成信号

があることを伝え、あなたのコトバを受け

止めたよ、完成できてうれしいんだよねと

いう気持ちを事例と共有するために、コッ

プタワーが完成したタイミングにあわせて

そのコトバを使って共感する係わりを、親

や教員に提案した。その後、家でも親がその

ように係わっているうちに、コップタワー

が完成した瞬間に目を合わせて笑う場面が

生まれた。やがて幼児から親にコップタワ

ーどこ？と伝えるためにその手指の動きを

構成信号として発信するようになった。 

自成信号系は、いわゆる言語も含めてあ

らゆる行動の萌芽であり、丁寧に探り、コミ

ュニケーションの文脈へすくうことで、や

がて構成信号系に至る可能性がある。つま

り、自成信号系は自然に構成信号系に変わ

るのではなく、自成信号系を受信し、適時適

度にコミュニケーションの文脈へ取り入れ

る他者の係わりがあって構成信号系に至る

わけである。特にコミュニケーションの初

期段階においては、子どもと他者が、興味関

心を共有する事物や話題へ注意を向けると

いう共同注意（Bruner, 1975）が両者のコ

ミュニケーションを形成・展開するうえで

重要となる。子どものその時々の注意と興

味から、「コミュニケーションの文脈」で子

どもが何にもっとも焦点化しているのかを

見極め、柔軟に応じる（土谷, 2016）必要

があり、見極めるために支援者が子どもの

自成信号系を受信することが鍵となる。 

 

３．手話を使う行動を言語学的枠組みだけ

でなく「信号系」の枠組みで捉え直す視点 

構成信号系である手話言語には、音声言

語と同様に、わかりやすい信号系とわかり

にくい信号系がある。ろう重複障害の子ど

も一人ひとりのわかりかた（理解のしかた）

にあわせてどのような手話を使うのかを吟

味しておく必要があることに気づかされる

ことがある。 

特に、構成信号系は、伝えようとする何か

と類似しているものと、類似していないも

のに分かれる。前者は象徴的信号系という。

前述の事例で構成信号となったコップタワ

ーに類似した/コップタワー/が該当する。

また、手話単語の中にも/飲む/のように飲

む動作に類似した表現もある。それに対し、

後者は非象徴的信号系という。この信号系

はさらに形態質的信号系と分子合成的信号

系の２つに分かれる。形態質的信号系は、一

塊からなる信号で事物・事象との対応さえ

できれば良いものである。手話の例でいう

と、/終わり/、/休む/などがある。分子合成

的信号系は、有限個の要素を組み合わせて

様々な概念が作ることができる。手話の例

では、形態質的信号系であった/行く/に、起

点と終点といった新たな要素を加えて/行

く/の動く方向も変えることで/家－行く－

駅/（家から駅まで行く）といった概念を作

り出すものがある。なお、手話の CL

（Classifire）にも象徴的信号系としての

CL（主に操作 CL）、非象徴的信号系としての

CL（主に実体 CLや Sass）があるため、これ
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らもその時々の子どものわかりかたや状況

に応じて適切に使う必要がある。 

 日本手話を使うろう者同士の会話では、

分子合成的信号系としての手話を主に使う

が、それは乳幼児期から様々な生活経験を

通して蓄積された個々のわかりかたやろう

文化に基づいている。このようにコミュニ

ケーションとは、人のその時々のわかりか

たに基づいて各種信号系が使われるもので

ある。したがって、教員は、ろう者が使う手

話（特に非象徴的信号系としての手話）のよ

うに何らかの“共通語”の方が皆にわかりや

すいからと考えてそれを子どもに使わせよ

うとしないことが望ましい。むしろ、その子

どもが現に使っている信号や、その子ども

に分かる信号（象徴的信号系としての手話

信号やコップタワーのように子どもの自成

信号をよりどころに作った独自の手指信号

など）を最優先する（松田，1997）。この信

号をよりどころにして、子どもにとって「通

じ合えた！」「もっとこの人とコミュニケー

ションしたい！」という思いを伴って共感・

共有の経験を広げることが大事と考える。

そうすることでその子どもが使う信号系と

しての手話を使う行動は一層拡大されるも

のである。   

 

Ｅ．結論 

 ろう・難聴児、とくに重複障害をもつろ

う・難聴児の支援において、子どもが発して

いる自発的な信号（自成信号）を受け止め、

そこに意味を見出して応答することが、支

援者の基本姿勢として重要であることを確

認した。手話を含む多様な信号系を柔軟に

捉え、子どもそれぞれの「わかりかた」に基

づいた支援を実践していく必要がある。 

 今後は、自成信号を受け止める経験を支

援者が実際に体験できるような研修・実習

の場を設け、より実践的に知見を活用でき

るような支援者養成が求められる。 

 

文献 

Bruner, J. S.（1975）From communicatio

n to language. Cognition, 3, 255-287. 

松田直（1997）障害の重い子どもの教育と

コミュニケーション-子どもの意思の表出

と係わり手のあり方-. 重複障害児の意思

表出と教育環境に関する研究. 国立特殊教

育総合研究所, 5-12. 

土谷良巳（2016）障害の重い子どもとの共

同活動における共同性と相互性-行動体制

間（相互）調整の観点からの考察-. 上越教

育大学特別支援教育実践研究センター紀要,

 22, 9-18. 

梅津八三（1976）心理学的行動図. 重複障

害教育研究所研究紀要,創刊号. 

梅津八三(1978)行動体制と信号系. 重複障

害教育研究所講演録. 

 

Ｆ．研究発表 

 1.  論文発表 

 なし 

 2.  学会発表 

 なし 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

  なし        
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令和６年度 

厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 
手話療育支援者養成・育成プログラムの検討 

研究分担者 伊藤 理絵 常葉大学 准教授 

研究協力者 無藤 隆  白梅学園大学 名誉教授 

 
Ａ．研究目的 

ろう・難聴児教育では早期療育が重要で

あるが、聴覚障害の程度が様々なろう・難聴

児を地域の保育環境で育てるための専門職

養成は十分ではない。また、手話を主言語と

する聴覚障害児には、独自の認知的傾向が

見受けられるため、特に、聴者側の気づきを

促す必要がある。 

本研究では、手話療育支援者養成・育成プ

ログラムを提案する。令和 6 年度は、地域

の実情を踏まえた手話療育支援者養成・育

成プログラムのモデル案を作成する。 

 

Ｂ．研究方法 

令和 5 年度では、手話療育支援者養成・

育成プログラムのモデル案を作成するため

に、6つのテーマを設定した（表 1）。令和

6年度は、ろう・難聴児の思考スタイルに関

連する文献を表１に基づいて整理した。 

また、東北と関東の 2 つの聾学校で学校

見学及び意見交換を実施し、家庭・園・施

設・学校等で子どもの育ちを共有する記録

表１ 手話療育支援者養成・育成プログラムのテーマ 

研究要旨 6つのテーマ（「Audismへの自覚」「子ども理解のための評価の観点」「親子のコ

ミュニケーション支援」「絵本の読み聞かせ」「遊びの援助と展開」「支援者としての手

話」）に基づいて、手話療育支援者養成・育成プログラムのモデル案を作成した。ろう・難

聴者と聴者の支援者が対話を通して連携し、子どもの育ちと学びの連続性を保障していく

ための科目開発と支援・指導過程の記録方法を検討する必要性が示唆された。 

【到達目標】

1 Audismへの自覚
ろう・難聴児思考と聴者思考、それぞれの特徴について理解し、多くの人に手話に
対する正しい理解を発信できる。

2 子ども理解のための評価の観点
子どもの生活における手話環境を保障するため、ろう・難聴児の言語発達を理解・
評価することができる。

3 親子のコミュニケーション支援 家庭での親子のコミュニケーションを支えることができる。

4 絵本の読み聞かせ
手話による絵本の読み聞かせの技術と教材研究を行うための手話療育実践力を習得
している。

5 遊びの援助と展開 手話を通して子どもと対話的に遊びを深めていくための関わりができる。

6 支援者としての手話
手話療育支援者として必要な手話を習得する。演習やオンラインを活用した講座等
を通して、子どもや保護者対応に必要な基本的な手話を習得している。

【全体目標】子ども理解に基づく手話療育支援を行うための基礎的な知識と実践力を習得する。
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や研修の在り方について検討した。 

 

（倫理面への配慮） 

本年度は、手話療育支援者養成・育成プロ

グラムモデル案を作成し、最終年度に向け

て手話療育支援者養成・育成プログラムの

モデルカリキュラム案を作成するための研

究体制を整えるため、文献調査、現地視察及

び意見交換を行った。 

現地視察及び意見交換を実施する際は、

協力校に目的について同意を得た上で、学

校見学のスケジュールを組んでいただいた。

協力校と現職者に対して、本研究の趣旨を

文書と口頭で説明し、同意を得た範囲内で

実施した。学会発表・論文化は、文献調査を

はじめ、既に公開されている情報を活用し

た。 

 

Ｃ．研究結果 

ろう・難聴児の思考スタイルの独自性に

ついて具体的な様相を記述し、地域の実情

に応じて創意工夫ができる手話療育支援者

を養成・育成するためのプログラムモデル

案を作成した（表２）。現行の保育士養成課

程や子育て支援員研修、教職課程で習得す

る内容が聴者の日本語を基盤したカリキュ

ラムとなっているため、基礎的事項は共通

とした上で、手話療育に特化した科目開発

が必要である。 

なお、プログラムモデル案を作成するに

あたり、参考にしたろう・難聴児の思考スタ

イルに関連する文献は以下の通りである。 

１）バイリンガル・バイカルチュラルろう教育セン

ター（監修）『聞こえなくても大丈夫！人工 内

耳も手話も』株式会社ココ出版，2022 年 

２）狩野桂子・森田明（著）『手話に関心があるす

べての人のための知る・学ぶ・教える日本手話 

明晴学園メソッド』学事出版，2023 年 

３）クァク・ジョンナン『日本手話とろう教育－日

本語能力主義をこえて』生活書院，2017 年 

４）松﨑丈（編著）『聴覚障害×当事者研究 「困り

ごと」から、自分や他者とつながる』金剛出版，

2023 年 

５）小野広祐・岡典栄（著）『日本手話へのパスポ

ート：日本語を飛び出して日本手話の世界に行

こう』小学館，2023 年 

表 2 手話療育支援者養成・育成プログラムモデル案 
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６）佐野愛子・佐々木倫子・田中瑞穂（編）『日本

手話で学びたい！』ひつじ書房，2023 年 

７）澤田利江（監修）『親子で学ぼう！もっとおぼ

えたい手話 話すことが楽しくなる「会話練習

帳」』メイツ出版, 2023 年 

８）米内山明弘・森壮也・福島智・長棟まお「障害

を通して考える」(pp.183-268) 山田宗睦（著者

代表）『手は何のためにあるか』風人社，1990 年 

 

Ｄ．考察 

一人ひとりのろう・難聴児に応じて、地域

の実情を踏まえた手話療育を行うためには、

ろう・難聴保育者と聴者保育者との連携が

不可欠である。そのため、現行の保育士養成

課程や子育て支援員研修、教職課程のカリ

キュラムを参考にした上で、手話療育に特

化した科目を含めたプログラムを検討した。   

聴者の思考スタイルが基本になっている

保育・教育を客観視するための気づきを促

す養成・研修として、Audism（オーディズ

ム，聴能主義，聴者/聴能至上主義）の自覚

に関するプログラムが必要である。例えば、

インターネットで自治体等が発信する情報

について、非聴者の視点から見直す演習や、

手話の「手」が言語であることを自覚するこ

とで、“手遊び”が聴者ベースの遊びになっ

ていることへの気付きを促す演習、日本手

話に特徴的な NM・CL演習を取り入れること

により、保育表現技術を捉え直す等が考え

られる。 

現職者研修や保育士養成課程に所属する

学生を対象とした養成の場合、ろう・難聴者

と聴者が、保育所保育指針および幼保連携

型認定こども園教育・保育要領を共通言語

に対話できるプログラムは必須であろう。

手話習得への配慮を重視するあまり、支援

方針が無意識のうちに手話言語獲得に力点

が置かれていたり、子どもの遊びが「言語獲

得のための遊び」になったりしていないか

を省察し、要領・指針を共通言語に対話的に

改善していく専門性を養うことが重要であ

ると思われる。 

聴覚障害の程度にかかわらず、地域の実

情に応じて 0 歳から連続性をもった子ども

の育ちと学びを保障するためには、家庭・

園・施設・学校等が一人ひとりの育ちと学び

の記録を共有していく必要がある。 

 

Ｅ．結論 

聴覚障害の程度も地域の実情も多様な中

で、一人ひとりのろう・難聴児の経験を豊

かにするための手話療育支援者養成・研修

プログラムモデル案を作成した。ろう・難

聴者と聴者の支援者が対話を通して、子ど

もの育ちと学びの連続性を 0歳から保障し

ていくためには、子どもの経験の過程を共

有する記録の在り方を検討し、支援・指導

記録を開発する必要性が示唆された。 

 
Ｆ．研究発表 
 1.  論文発表 
伊藤理絵（2025）Audismの自覚から始まる保

育者の質向上『乳幼児教育・保育者養成研

究』第5号, pp.137-144. 

 

2.  学会発表 

伊藤理絵（2024）「ろう・難聴児の手話療育

支援者養成プログラムの検討」第20回子

ども学会議（日本子ども学会学術集会）抄

録集p.47. 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 なし 
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                         研究成果の刊行に関する一覧表 
                                                                                
                 
      書籍                                                                       
                 

 著者氏名  論文タイトル名 書籍全体の 
 編集者名 

 書 籍 名 出版社名  出版地 出版年  ページ 

        

        

 
                                                                                
                 
      雑誌                                                      

  発表者氏名   論文タイトル名  発表誌名   巻号  ページ   出版年 

伊藤理絵 Audismの自覚から始ま
る保育者の質向上 

乳幼児教育・
保育者養成研

究 

第5号 pp.137-144 2025年 

      

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



令和７年５月３０日 
厚生労働大臣 殿                                                                              

                                   
機関名 国立障害者リハビリテーションセンター 

 
                  所属研究機関長 職 名 総長 
 
                          氏 名 芳賀 信彦 
 
                              

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 
 

１．研究事業名  障害者政策総合研究事業                             

２．研究課題名  難聴児の手話療育体制整備に関する研究                      

３．研究者名  （所属部署・職名）  研究所・室長                                

    （氏名・フリガナ）  今橋 久美子（イマハシ クミコ）                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □  ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェック

し一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

 
６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年５月３０日 
厚生労働大臣 殿                                                                              

                                   
機関名 国立障害者リハビリテーションセンター 

 
                  所属研究機関長 職 名 総長 
 
                          氏 名 芳賀 信彦 
 
                              

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 
 

１．研究事業名  障害者政策総合研究事業                             

２．研究課題名  難聴児の手話療育体制整備に関する研究                      

３．研究者名  （所属部署・職名）  研究所・流動研究員                                

    （氏名・フリガナ）  高嶋 由布子（タカシマ ユフコ）                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □  ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェック

し一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

 
６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 ７年  ５月 １４日 
厚生労働大臣 殿                                                                              

                                   

                               
機関名 九州産業大学   
  

                      所属研究機関長 職 名 学長       
                                                                                      
                              氏 名 北島 己佐吉     
  

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 
 

１．研究事業名  障害者政策総合研究事業                             

２．研究課題名  難聴児の手話療育体制整備に関する研究                      

３．研究者名  （所属部署・職名）人間科学部・教授                             

    （氏名・フリガナ）阿部 敬信・アベ タカノブ                        

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □  ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェック

し一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

 
６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 □ 無 ■（無の場合はその理由：ＣＯＩ委員会未設置のため） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 □ 無 ■（無の場合は委託先機関：国立障害者リハビリテーションセンタ

ー） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年４月２８日 
厚生労働大臣 殿                                                                              

                                   
 
機関名 国立大学法人宮城教育大学 

 
                        所属研究機関長 職 名 学長 
 
                                氏 名 松岡 尚敏 
 
                              

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 
 

１．研究事業名  障害者政策総合研究事業                             

２．研究課題名  難聴児の手話療育体制整備に関する研究                      

３．研究者名  （所属部署・職名）  教育学部・教授                                

    （氏名・フリガナ）  松﨑 丈（マツザキ ジョウ）                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □  ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェック
し一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

 
６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



2025年 4月 21日 
厚生労働大臣 殿                                                                              

                                   
 

機関名 関西学院大学 
 
                        所属研究機関長 職 名 学長 
 
                                氏 名 森 康俊 
 
 
                              

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 
 

１．研究事業名  障害者政策総合研究事業                             

２．研究課題名  難聴児の手話療育体制整備に関する研究                      

３．研究者名  （所属部署・職名）  手話言語研究センター・特別任期制助教                                

    （氏名・フリガナ）  前川 和美（マエガワ カズミ）                                

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □  ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェック
し一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象
とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

 
６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 7年 4月 28日 
厚生労働大臣 殿                                                                              

                                   
                              機関名 常葉大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 安武 伸朗  
 
 

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 
 

１．研究事業名  障害者政策総合研究事業                             

２．研究課題名  難聴児の手話療育体制整備に関する研究                      

３．研究者名  （所属部署・職名）  保育学部・准教授                                

    （氏名・フリガナ）  伊藤 理絵（イトウ リエ）                          

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 
 ■   □ □ 常葉大学 ■ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □  ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェック

し一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
倫理審査申請書（受理番号 23-13）の指摘事項について対応するため、研究計画と共同研究者との役割分担

をより明確にする必要があり、令和 6 年度は、本調査に向けた予備調査として聾学校への視察と意見交換及

び既に公開されている情報を活用することで、研究協力校及び現職者に対して本研究の趣旨を説明し、申請

中の倫理審査の内容と指摘事項について同意を得た範囲内で進めた。 
打ち合わせを重ね、本調査は令和 7 年度に東北地方の A 学校を研究協力校に実施することになり、地域の

実情を踏まえて、家庭・施設・園・学校等と育ちを共有するための「子どもの育ちと経験マップ」の開発を行

うことになった。倫理審査申請書（受理番号 23-13）について、本学の倫理審査委員会委員長と協議の上、取

り下げとして、改めて、令和 7 年度に倫理審査を受けることとなった。 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

 
６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 



当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 


